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一
．
我
が
国
に
お
け
る
公
共
図
書
館
の
発
祥

　

一
八
六
三
（
文
久
三
）
年
、
横
浜
居
留
地
に
ク
ル
プ
・
ゲ
ル
マ
ニ

ア
と
い
う
ド
イ
ツ
人
の
ク
ラ
ブ
が
創
立
さ
れ
た
。『
ギ
ル
デ
マ
イ
ス

タ
ー
の
手
紙
』（
生い
く
ま熊
文あ
や

編
訳　

有
隣
堂　

平
成
三
年　

有
隣
新
書
）

に
よ
れ
ば
、「
こ
こ
に
は
娯
楽
施
設
の
ほ
か
に
、
多
数
の
書
籍
や
雑

誌
を
完
備
し
た
図
書
館
と
コ
ン
サ
ー
ト
・
ホ
ー
ル
、
講
演
会
場
ま
で

設
け
て
い
た
の
で
あ
る
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

公
共
図
書
館
史
に
よ
れ
ば
、
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
の
東
京
書し
ょ

籍じ
ゃ
く

館
（
現
在
の
国
立
国
会
図
書
館
）
が
発
祥
と
さ
れ
る
。
ま
た
、

日
本
人
が
西
洋
の
図
書
館
に
つ
い
て
、
最
初
に
触
れ
た
本
は
福
沢
諭

吉
の
『
西
洋
事
情
』（
一
八
六
六
・
慶
応
二
年
）
と
さ
れ
る
。＂
西
洋

諸
国
の
都
府
に
は
文
庫
あ
り
。
ビ
ブ
リ
オ
テ
ー
キ
と
云
ふ
。＂
と
記

〈
随　

想
〉県

民
文
化
を
支
え
る
県
立
図
書
館
へ
の
期
待

　
　
―
内
山
知
事
の
思
い
に
寄
せ
て
―�

石
井
　
敬
士

さ
れ
て
い
る
。
以
上
は
日
本
人
の
側
か
ら
み
た
場
合
で
あ
り
、
国
人

を
問
わ
ず
と
す
れ
ば
、
幕
末
に
日
本
に
は
公
共
図
書
館
が
既
に
出
来

て
い
た
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
英
米
系
の
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
・
ク
ラ
ブ

の
読
書
室
に
は
「
タ
イ
ム
ズ
」
や
「
モ
ー
ニ
ン
グ
・
ポ
ス
ト
」
の
バ
ッ

ク
・
コ
ピ
ー
や
絵
入
り
雑
誌
が
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
後

に
い
わ
れ
る
新
聞
縦
覧
所
の
先
駆
を
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

居
留
地
に
は
幕
末
か
ら
公
共
図
書
館
の
萌
芽
が
み
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
り
、
そ
の
場
所
が
横
浜
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
大
い
に
注
目
す

べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
　

二
．
図
書
館
令
と
図
書
館
法

　

明
治
三
二
年
一
月
一
一
日
、
図
書
館
に
関
す
る
初
の
単
独
の
法
令
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「
図
書
館
令
」
が
公
布
さ
れ
、
図
書
館
の
機
能
、
設
置
主
体
、
職
員

の
待
遇
等
（
全
八
条
）
が
規
定
さ
れ
た
。
以
来
三
〇
年
余
、
図
書
館

の
発
展
に
と
も
な
い
三
回
改
正
さ
れ
る
が
、
昭
和
八
年
七
月
一
日
に

至
り
全
面
改
正
さ
れ
る
。
こ
の
第
十
条
に
、
公
立
図
書
館
中
の
一
館

を
中
央
図
書
館
に
指
定
す
べ
し
、
と
い
う
条
項
が
加
え
ら
れ
る
が
、

本
県
で
は
県
立
金
沢
文
庫
が
昭
和
五
年
に
開
館
し
、
県
立
図
書
館
の

代
役
的
な
役
割
を
荷
っ
て
い
た
が
、
中
央
図
書
館
の
指
定
は
戦
後
に

見
送
ら
れ
た
。（
昭
和
八
年
、府
県
立
図
書
館
の
未
設
置
は
一
四
府
県
）

そ
し
て
、
昭
和
二
四
年
一
月
、
横
浜
市
図
書
館
が
神
奈
川
県
中
央
図

書
館
に
指
定
さ
れ
、
そ
の
役
割
を
果
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
中
央
図
書
館
指
定
の
法
的
根
拠
で
あ
っ
た
「
図
書

館
令
」
は
当
時
死
文
化
さ
れ
て
お
り
、
新
し
い
図
書
館
法
の
成
立
ま

で
の
措
置
と
な
っ
た
が
、県
立
図
書
館
新
設
へ
の
基
礎
固
め
と
し
て
、

一
定
の
役
割
を
果
し
た
こ
と
は
意
義
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　
「
図
書
館
法
」
は
、「
社
会
教
育
法
」（
昭
和
二
四
年
六
月
一
〇
日

公
布
施
行　

第
九
条　

図
書
館
及
び
博
物
館
は
、
社
会
教
育
の
機
関

と
す
る
。
二
項　

図
書
館
及
び
博
物
館
に
関
し
必
要
な
事
項
は
別
に

法
律
を
も
っ
て
定
め
る
。）
を
受
け
て
、
昭
和
二
五
年
四
月
三
〇
日

公
布
、
七
月
三
〇
日
施
行
さ
れ
た
。

　
　

三
．
県
立
図
書
館
設
立
運
動
と
神
奈
川
県
図
書
館
協
会

　

昭
和
三
年
、
本
県
の
公
立
図
書
館
は
三
四
館
で
あ
っ
た
が
、
三
月
、

神
奈
川
県
図
書
館
協
会
が
発
足
し
た
。
ま
た
、
五
年
に
は
県
立
金
沢

文
庫
が
開
館
し
た
。
以
後
、
金
沢
文
庫
が
県
立
図
書
館
の
代
役
的
役

割
を
果
し
つ
つ
、
県
図
書
館
協
会
が
中
心
と
な
り
、
八
年
の
「
図
書

館
令
」
の
改
正
以
後
、
県
立
図
書
館
設
置
の
要
望
が
強
ま
っ
て
い
く

が
、戦
争
で
中
断
さ
れ
、要
望
は
戦
後
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
二
二
年
、
県
図
書
館
協
会
が
再
建
さ
れ
、
二
三
年
か
ら
、
神
奈

川
県
中
央
図
書
館
設
置
運
動
が
積
極
的
に
推
進
さ
れ
た
結
果
、
二
四

年
、
前
述
の
よ
う
に
暫
定
的
な
形
で
、
横
浜
市
図
書
館
の
中
央
図
書

館
指
定
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。（
二
三
年
時
点
の
未
設
置
の
県
は
、

広
島
・
兵
庫
・
愛
知
・
群
馬
・
神
奈
川
の
五
県
）
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四
．
内
山
知
事
と
講
和
記
念
事
業

　

昭
和
二
五
年
の
図
書
館
法
の
公
布
、
施
行
に
よ
る
全
国
的
な
図
書

館
ブ
ー
ム
の
盛
上
り
も
あ
り
、
県
立
図
書
館
設
置
の
気
運
が
二
六
年

に
は
最
高
潮
と
な
り
、
報
道
や
陳
情
・
請
願
が
相
次
い
で
提
出
さ
れ

た
。
こ
れ
を
受
け
て
県
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
締
結
記

念
事
業
の
一
環
と
し
て
設
立
す
る
こ
と
と
し
、
当
初
二
七
・
二
八
年

度
二
か
年
継
続
事
業
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
二
七
年
度
八
〇
〇
〇
万

円
、
二
八
年
度
一
億
四
七
九
四
万
四
〇
〇
〇
円
、
計
二
億
二
七
九
四

万
四
〇
〇
〇
円
を
計
上
し
た
の
で
あ
る
が
、
建
設
の
趣
旨
は
理
解
さ

れ
た
が
、
当
時
の
財
政
事
情
も
あ
り
、
二
九
年
度
ま
で
の
三
か
年
継

続
事
業
と
な
っ
た
。
総
額
は
変
わ
ら
ず
、
二
七
年
度
の
八
〇
〇
〇
万

円
の
う
ち
、
三
〇
〇
〇
万
円
が
二
九
年
度
に
ま
わ
さ
れ
た
。
こ
の
三

〇
〇
〇
万
円
の
う
ち
、
一
〇
〇
〇
万
円
は
、
県
下
図
書
館
施
設
の
振

興
助
成
費
に
充
て
る
こ
と
、
と
い
う
付
帯
決
議
が
な
さ
れ
、
こ
れ
に

よ
り
、
新
築
六
館
、
改
築
三
館
、
増
築
一
館
に
助
成
さ
れ
た
が
、
当

時
二
九
年
の
県
内
公
共
図
書
館
が
二
七
館
（「
日
本
の
図
書
館
」
に

よ
る
）
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
三
分
の
一
以
上
の
館
の
新
増
築
等
に

寄
与
し
た
こ
と
と
な
り
、
そ
の
助
成
は
図
書
館
振
興
に
大
き
く
寄
与

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

さ
て
、
県
立
図
書
館
・
音
楽
堂
建
設
の
発
案
・
建
議
の
中
心
と
な
っ

た
の
は
、
当
時
の
県
知
事
内
山
岩
太
郎
（
明
治
二
三
～
昭
和
四
六
）

で
あ
っ
た
が
、
知
事
は
二
一
年
か
ら
四
二
年
ま
で
五
期
、
二
〇
年
余
、

戦
後
の
本
県
の
復
興
に
逐
一
関
与
さ
れ
、
現
在
の
本
県
の
発
展
に
寄

与
さ
れ
た
功
績
は
甚
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
第
二
期
に
あ
た
る

時
期
に
県
立
図
書
館
・
音
楽
堂
が
建
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
県
は

戦
後
す
ぐ
か
ら
、
文
化
県
の
イ
メ
ー
ジ
づ
く
り
を
始
め
て
お
り
、
県

章
、
県
民
歌
、
県
の
花
の
制
定
、
ま
た
、
県
立
近
代
美
術
館
の
建
設

等
の
事
業
を
進
め
て
い
く
中
、
二
七
年
の
講
和
発
効
と
な
り
、
そ
の

記
念
事
業
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
二
七
年
四
月
、
知
事
を
委
員
長
と

す
る
建
設
準
備
委
員
会
が
発
足
す
る
が
、
そ
の
第
一
回
会
合
（
講
和

発
効
の
四
月
二
七
日
）
で
、
知
事
は
音
楽
ホ
ー
ル
の
併
設
と
年
内
着

工
に
意
欲
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
委
員
会
の
下
に
専
門
委
員
会
が
設

け
ら
れ
、
九
月
、
設
立
の
構
想
が
ま
と
め
ら
れ
た
。
立
地
に
つ
い
て

は
、
検
討
段
階
で
は
横
浜
市
内
だ
け
で
な
く
県
央
地
区
な
ど
の
提
案
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も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、最
終
的
に
旧
知
事
公
舎
跡
地
と
な
っ
た
。

但
し
、
当
時
横
浜
市
図
書
館
が
老
松
町
の
現
在
地
に
あ
っ
た
た
め
機

能
が
重
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　

五
．
県
立
図
書
館
・
音
楽
堂
の
建
設

　

両
館
は
三
か
年
継
続
事
業
と
し
て
、
設
計
者
前
川
國
男
、
建
設
工

事
大
成
建
設
と
し
て
、
二
八
年
四
月
二
二
日
起
工
、
二
九
年
七
月
完

成
し
た
。
二
九
年
五
月
に
開
設
準
備
事
務
局
が
発
足
し
、
運
営
の
基

本
方
針
、
職
員
体
制
そ
の
他
、
開
館
ま
で
に
必
要
と
す
る
諸
準
備
が

進
め
ら
れ
た
。
こ
の
中
で
、
基
本
方
針
は
三
項
目
策
定
さ
れ
た
。

（
一
）県
民
、特
に
成
人
層
の
一
般
教
養
、調
査
研
究
及
び
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
の
た
め
に
資
す
る
（
二
）
市
町
村
立
図
書
館
等
の
育
成
、
指

導
、
助
言
及
び
資
料
提
供
（
三
）
国
際
港
を
背
景
と
し
た
本
県
産
業

文
化
の
振
興
の
た
め
、
世
界
各
国
の
貿
易
・
産
業
・
観
光
・
移
民
等

の
資
料
を
整
備
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
（
三
）

が
本
県
と
し
て
の
特
色
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。一
〇
月
一
日
、

組
織
・
機
構
が
整
い
、
県
立
図
書
館
が
発
足
し
た
。

　

十
一
月
四
日
開
館
式
挙
行
、
一
〇
日
図
書
館
業
務
（
一
般
閲
覧
、

視
聴
覚
）
が
開
始
さ
れ
た
。

　

既
述
の
よ
う
に
、
戦
前
か
ら
の
金
沢
文
庫
の
時
代
、
二
四
年
か
ら

の
横
浜
市
図
書
館
の
中
央
図
書
館
指
定
を
経
て
、
県
立
図
書
館
が
設

立
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
戦
後
占
領
軍
に
よ
る
図
書
館
政
策
の
一
環

と
し
て
、
軍
政
部
図
書
館
や
神
奈
川
県
フ
ィ
ル
ム
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

が
設
立
さ
れ
た
。
兵
舎
を
利
用
し
た
か
ま
ぼ
こ
型
図
書
館
の
設
置
や

ベ
ス
ラ
ー
幻
灯
機
・
ナ
ト
コ
の
映
写
機
に
よ
る
巡
回
上
映
が
実
施
さ

れ
た
。
一
方
、県
教
育
部
社
会
教
育
課
が
主
管
す
る
移
動
図
書
館（
Ｂ

Ｍ
）
の
県
内
各
地
へ
の
巡
回
が
実
施
さ
れ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
県
立
図
書
館
発
足
時
の
構
想
と
し
て
、
視
聴
覚
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー
、
Ｂ
Ｍ
、
Ｃ
Ｉ
Ｅ
図
書
館
等
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
先
述
の
フ
ィ
ル
ム
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
が
視
聴
覚
課
に
引
き
継
が

れ
、
社
会
教
育
課
の
移
動
図
書
館
が
奉
仕
課
に
移
管
さ
れ
た
の
で
あ

る
が
、
Ｃ
Ｉ
Ｅ
図
書
館
は
そ
の
後
、
日
本
の
独
立
後
、
Ａ
Ｃ
Ｃ
図
書

館
と
な
り
、
県
立
図
書
館
に
資
料
が
寄
託
（
そ
の
後
寄
贈
）
さ
れ
た

の
は
四
二
年
三
月
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
県
立
図
書
館
は
発
足
時
に
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あ
た
り
、図
書
館
法
に
あ
る
図
書
館
奉
仕
の
精
神
を
実
現
す
る
た
め
、

県
お
よ
び
周
辺
の
施
設
を
県
立
図
書
館
に
集
約
す
る
こ
と
を
図
り
つ

つ
、
当
時
と
し
て
は
最
先
端
の
施
設
・
設
備
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
を
導

入
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
サ
ー
ビ
ス

に
お
い
て
は
当
初
の
資
料
整
備
の
後
三
一
年
か
ら
コ
ー
ナ
ー
、
三
二

年
に
は
相
談
室
を
設
け
て
全
国
に
先
駆
け
て
の
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し

て
い
る
。（「
参
考
事
務
規
程
」
が
定
め
ら
れ
る
以
前
で
あ
り
、
画
期

的
な
こ
と
で
あ
る
。）

　

以
後
、
六
〇
年
間
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
県
立
川
崎
図
書
館
の
設

立
を
含
め
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
の
で
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

　
　

六
．
六
〇
周
年
を
迎
え
て

　

本
県
の
図
書
館
活
動
は
遅
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る

が
、
私
見
に
よ
れ
ば
必
ず
し
も
そ
う
と
は
思
え
な
い
。
歴
史
的
に
は

金
沢
文
庫
が
あ
り
、
近
代
以
降
に
お
い
て
も
最
初
に
触
れ
た
よ
う
に

外
国
人
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
横
浜
に
近
代
的
な
公
共
図
書
館
の

萌
芽
が
み
ら
れ
る
し
、
最
初
の
日
刊
新
聞
「
横
浜
毎
日
新
聞
」
は
明

治
三
年
に
発
刊
さ
れ
て
い
る
。
明
治
初
期
の
一
般
的
読
書
施
設
と
も

い
う
べ
き
新
聞
縦
覧
所
も
明
治
五
年
の
記
録
が
あ
り
、
先
端
的
な
活

動
を
し
て
い
た
が
、
公
共
図
書
館
の
設
置
に
つ
い
て
、
市
町
村
立
図

書
館
中
心
の
期
間
が
長
か
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
る

と
こ
ろ
、
県
立
図
書
館
の
設
立
は
戦
後
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、

文
化
的
土
壌
は
醸
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
本
県
へ
の
Ｃ
Ｉ
Ｅ
図

書
館
の
設
置
も
そ
の
証
左
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

県
立
図
書
館
は
文
化
県
神
奈
川
の
象
徴
と
し
て
誕
生
し
た
。
現
在

も
財
政
事
情
が
問
題
と
な
る
が
、
当
時
も
同
様
で
厳
し
い
状
況
に

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
実
現
し
た
の
は
文
化
県
と
し
て
本

県
を
標
榜
し
た
い
と
い
う
強
い
願
い
が
結
集
し
た
結
果
だ
と
考
え

る
。
文
化
は
継
続
し
て
こ
そ
意
義
が
あ
る
。
六
〇
年
は
単
な
る
通
過

点
で
あ
る
。
時
代
時
代
に
貢
献
し
つ
つ
後
世
に
伝
え
て
い
く
使
命
が

あ
り
、図
書
館
は
本
を
通
じ
て
そ
れ
を
行
な
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
内
山
知
事
の
思
い
を
継
承
す
べ
く
、
私
見
を
い
く
つ
か

述
べ
て
み
た
い
。

一 

、
三
つ
の
基
本
方
針
に
つ
い
て　
（
一
）サ
ー
ビ
ス
は
十
分
に
行
わ
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れ
て
い
る
か
、
県
民
に
周
知
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
質
量
等
現
実

に
甘
ん
じ
な
い
内
容
の
検
証
と
施
策
・
サ
ー
ビ
ス
の
さ
ら
な
る
推

進
が
望
ま
れ
る
。（
二
）
市
町
村
支
援
に
つ
い
て
、
未
設
置
町
村

の
解
消
、
人
的
支
援
、
図
書
館
の
専
門
技
術
支
援
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
整
備
な
ど
の
検
証
お
よ
び
適
切
な
施
策
の
推
進
、（
三
）
資

料
整
備
に
つ
い
て
、
当
初
の
方
針
と
異
な
っ
て
き
て
い
る
か
ど
う

か
、
検
証
し
、
整
備
方
針
を
確
認
し
た
い
。

二 

、
資
料
の
活
用　

県
立
図
書
館
に
は
県
内
他
館
で
所
有
し
な
い
多

数
の
資
料
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
を
県
民
に
周
知
し
、
提
供
す

る
。
県
立
図
書
館
の
存
在
意
義
の
一
つ
は
、
資
料
の
提
供
と
そ
れ

に
伴
う
サ
ー
ビ
ス
を
十
全
に
行
う
こ
と
で
あ
り
、
来
館
者
へ
の
読

書
や
調
査
の
支
援
、
特
に
多
く
の
貴
重
な
資
料
を
閲
覧
・
調
査
す

る
た
め
に
は
館
内
環
境
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
一

方
で
、
市
町
村
図
書
館
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
も
広
め
て
い

く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
資
料
に
つ
い
て
は
電
子
書
籍
等
へ
の
対

応
も
当
然
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

三 

、
資
料
の
保
存　

図
書
館
の
役
割
は
保
存
か
ら
利
用
へ
の
範は
ん

疇ち
ゅ
うに

含
ま
れ
る
。
県
立
図
書
館
は
県
内
図
書
館
等
の
資
料
を
含
め
て
、

将
来
的
な
保
存
体
系
を
構
築
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て

こ
そ
、
多
様
な
資
料
・
情
報
サ
ー
ビ
ス
が
展
開
で
き
る
も
の
と
考

え
る
。

　

以
上
い
く
つ
か
述
べ
て
き
た
が
、
県
立
図
書
館
は
県
の
中
心
で
あ

り
続
け
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
県
立
図
書
館
独
自
の
県

民
サ
ー
ビ
ス
を
堅
持
し
つ
つ
、
県
内
図
書
館
の
セ
ン
タ
ー
の
役
割
を

十
全
に
果
た
し
て
い
っ
て
欲
し
い
。

　

文
化
と
は
民
族
の
生
活
様
式
で
あ
り
、

百
年
二
百
年
と
伝
え
ら
れ
、
後
代
に
生
か

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
伝
達
手
段
と

し
て
本
は
重
要
な
役
割
を
果
す
も
の
で
あ

る
、
そ
の
集
積
体
で
あ
る
図
書
館
は
知
の

宝
庫
で
あ
る
。
県
立
図
書
館
は
本
県
の
図

書
館
の
中
核
で
あ
り
、
本
県
文
化
の
伝
達

者
と
し
て
、
今
後
共
ま
す
ま
す
の
活
動
が

望
ま
れ
る
。

昭和30年代前半の神奈川県立図書館




